
                                        白川・緑川水質保全協議会 
質問しま～す。 「川はゴミ捨て場ですか？」                 
答えは・・・・ 「はい、川はゴミ捨て場でーす。」と答える人（大人）がいます。 
でも「ブゥー」です。 こどもでもわかることなのに！ 

 

 

今までは、河川管理者で片付けていましたが・・ ↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河川への不法投棄は、環境犯罪ですから、「１千万円以下の罰金若しくは５年以下の懲役」

警察に通報して、法的に対処していきます。↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河川は「ゴミ捨て場」ではありません。 
不法投棄を目撃されたら、市役所、町村役場、河川管理者又は、警察署にご連絡下さい。       


